
六

削
除

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
（
第
八
条
関
係
）

番
号

事
業
の
名
称

関
係
条
項

一

土
地
開
発
公
社
が
所
有
す
る
区
域
内
造
成
地
の
賃
貸
事
業

第
六
条

財
務
大
臣

谷
垣

禎
一

農
林
水
産
大
臣

亀
井

善
之

経
済
産
業
大
臣

中
川

昭
一

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

平成˜�年š月š˜日 水曜日 (号外特第œ号)官 報

別
表
第
七
号
中
「
第
十
五
条
第
四
項
」
を
「
第
十
五
条
第
五
項
」
に
改
め
、「
規
定
に
よ
る
入
港
届
」
の
下
に
「
並

び
に
旅
客
氏
名
表
及
び
乗
組
員
氏
名
表
（
船
舶
に
係
る
も
の
に
限
る
。）」
を
加
え
る
。

（
相
殺
関
税
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
十
条

相
殺
関
税
に
関
す
る
政
令
（
平
成
六
年
政
令
第
四
百
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
提
出
し
た
場
合
」
の
下
に
「
、
又
は
当
該
輸
入
貨
物
若
し
く
は
こ
れ
と
同
種
の
貨

物
を
輸
入
し
た
生
産
者
が
、
当
該
輸
入
貨
物
及
び
こ
れ
と
同
種
の
貨
物
に
係
る
当
該
生
産
者
の
事
業
の
う
ち
主
た
る

事
業
が
当
該
輸
入
貨
物
と
同
種
の
貨
物
の
本
邦
に
お
け
る
生
産
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
証
拠
を
提
出
し
た
場
合
」

を
加
え
る
。

（
不
当
廉
売
関
税
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

不
当
廉
売
関
税
に
関
す
る
政
令
（
平
成
六
年
政
令
第
四
百
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
提
出
し
た
場
合
」
の
下
に
「
、
又
は
当
該
輸
入
貨
物
を
輸
入
し
た
生
産
者
が
、
当

該
輸
入
貨
物
及
び
こ
れ
と
同
種
の
貨
物
に
係
る
当
該
生
産
者
の
事
業
の
う
ち
主
た
る
事
業
が
当
該
輸
入
貨
物
と
同
種

の
貨
物
の
本
邦
に
お
け
る
生
産
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
証
拠
を
提
出
し
た
場
合
」
を
加
え
る
。

（
弁
理
士
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

弁
理
士
法
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
三
百
八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
関
税
定
率
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
五
号
）
第
六
十
一
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す

る
権
利
者
」
を
「
関
税
定
率
法
（
明
治
四
十
三
年
法
律
第
五
十
四
号
）
第
二
十
一
条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
許
権
者

等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中「（
明
治
四
十
三
年
法
律
第
五
十
四
号
）」を
削
り
、「
、
第
六
項
及
び
第
七
項
」
を
「
か

ら
第
六
項
ま
で
、
第
八
項
及
び
第
九
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
関
税
定
率
法
施
行
令
」
の
下
に「（
昭
和
二
十

九
年
政
令
第
百
五
十
五
号
）」を
加
え
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
関
税
法
施
行
令
目
次
の
改
正

規
定
、
同
令
第
八
章
の
章
名
を
削
る
改
正
規
定
、
同
令
第
八
十
二
条
の
次
に
章
名
を
付
す
る
改
正
規
定
、
同
令
第
八

十
三
条
の
改
正
規
定
及
び
同
令
第
八
十
五
条
の
改
正
規
定（「
第
九
十
五
条
第
三
項
」
を
「
第
九
十
五
条
第
四
項
」
に

改
め
る
部
分
に
限
る
。）は
同
年
十
月
一
日
か
ら
、
第
三
条
中
関
税
暫
定
措
置
法
施
行
令
別
表
第
一
の
改
正
規
定
は
同

年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

第
十
八
条
第
一
項
第
一
号
中
「
九
千
四
百
円
」
を
「
九
千
三
百
円
（
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の

利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子

情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
当
該
承
認
の
申
請
を
行
う
場
合
（
次
号
に
お
い
て
「
電
子
申
請
の
場
合
」
と
い
う
。）に

あ
つ
て
は
、
八
千
七
百
円
）」に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
十
二
万
二
千
三
百
円
」
を
「
十
二
万
七
百
円
（
電
子
申
請

の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
十
一
万
千
八
百
円
）」に
改
め
る
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
税
関
手
続
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
九
条

電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
税
関
手
続
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
二
年
政
令
第
二
百
二

十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
四
号
中
「
及
び
船
用
品
目
録
」
を
「
、
船
用
品
目
録
、
旅
客
氏
名
表
及
び
乗
組
員
氏
名
表
」
に
改
め
、
同

表
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
関
税
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
収
容
さ
れ
て
い
る
貨
物
に
係
る
収
容
課
金
又
は
当
該
貨
物
の
保
管
に
要
し
た
費

用
で
こ
の
政
令
の
施
行
前
の
期
間
に
対
応
す
る
も
の
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
関
税
暫
定
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条

関
税
暫
定
措
置
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
石
油
化
学
製
品
の
原

料
と
し
て
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
使
用
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
揮
発
油
等
に
係
る
関
税
の
還
付
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
税
関
関
係
手
数
料
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
税
関
関
係
手
数
料
令
（
以
下
「
旧
手
数
料
令
」
と

い
う
。）第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
さ
れ
た
平
成
十
六
年
四
月
分
の
保
税
蔵
置
場
、
保
税
展
示
場
、
保
税
工

場
若
し
く
は
総
合
保
税
地
域
（
以
下
「
保
税
蔵
置
場
等
」
と
い
う
。）の
許
可
又
は
旧
手
数
料
令
第
八
条
第
一
項
第
二

号
に
規
定
す
る
工
場
の
承
認
に
係
る
手
数
料
の
額
が
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
税
関
関
係
手
数
料
令
（
以
下

「
新
手
数
料
令
」
と
い
う
。）の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
同
月
分
の
保
税
蔵
置
場
等
の
許
可
又
は
新
手
数
料
令
第
八

条
第
一
項
に
規
定
す
る
工
場
の
承
認
に
係
る
手
数
料
の
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
部
分
の
額
は
、
新
手
数
料
令
の
規

定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
同
年
五
月
分
の
こ
れ
ら
の
手
数
料
の
額
に
充
当
す
る
。

２

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
旧
手
数
料
令
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
前
納
さ
れ
た
平
成
十
六
年
四
月
分
以
後
の

保
税
蔵
置
場
等
の
許
可
又
は
旧
手
数
料
令
第
八
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
工
場
の
承
認
に
係
る
手
数
料
の
額
が

新
手
数
料
令
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
当
該
前
納
し
た
期
間
に
つ
い
て
の
保
税
蔵
置
場
等
の
許
可
又
は
新
手
数
料

令
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
工
場
の
承
認
に
係
る
手
数
料
の
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
部
分
の
額
は
、
新
手
数
料

令
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
当
該
前
納
し
た
期
間
後
の
月
分
の
こ
れ
ら
の
手
数
料
の
額
に
順
次
に
充
当
す
る
。

（
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
百
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
十
条
第
一
号
中
「
掲
げ
る
要
件
」
を
「
定
め
る
要
件
」
に
改
め
る
。

（
構
造
改
革
特
別
区
域
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

構
造
改
革
特
別
区
域
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
を
削
る
。

第
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
構
造
改
革
特
別
区
域
を
」
を
「
構
造
改
革
特
別
区
域
（
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
構
造
改
革
特
別
区
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
」
に
改
め
、「
関
税
法
」
の
下
に「（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一

号
）」を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
」
の
下
に「（
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認

定
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
「
認
定
」
と
い
う
。）」
を
加
え
、
同
条
を
第
五
条
と
し
、
第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で
を

一
条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

地
方
税
法
施
行
令
及
び
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
及
び
納
付
金
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る

政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

政
令
第
百
八
号

地
方
税
法
施
行
令
及
び
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
及
び
納
付
金
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正

す
る
政
令

内
閣
は
、
地
方
税
法
及
び
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
及
び
納
付
金
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
六
年
法
律
第
十
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
同
法
附
則
、
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二

十
六
号
）
及
び
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
及
び
納
付
金
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
八
十
二
号
）

の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。
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